
A.   倉庫については、会期中全期間（8月 KITTE大阪開始から１０月阪急梅田終了

まで）借り続ける必要はありません。 

なお、各設置場所における商品保管庫等については、「業務仕様書８ページ ４（２）

⑤ウ バックヤード」に定める要領に従い、設置期間中（搬入・設営日及び撤去・搬

出日を含む。）は通期で手配してください。 

また、各設置場所への搬入出にあたり設置期間前後に商品等を仮置きする倉庫

については、 「業務仕様書９ページ４（２）⑥商品等仮置き倉庫の手配、仮置き倉庫

から設置場所への運搬」に定める要領に従い、各設置場所の搬入・設営日の前日

から搬入・設営日まで、撤去・搬出日から撤去・搬出日翌日までの各期間手配してく

ださい。 

ただし、期間は商品選定の結果をふまえ、県及び三重テラス運営事業者と協議の

うえ最終決定するものとします。なお、関西国際空港は県産品販売を実施しないため、

必須ではありません。 

Q. 委託者側で借りる倉庫は会期中全期間借り続ける必要があるでしょうか。 


